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研究成果の概要（和文）：本研究は19世紀末から20世紀初頭のアジア、アフリカ地域の植民地において、治安秩
序維持と公衆衛生上の脅威に対する監視がどのようにおこなわれていたのかを明らかにすることを目的に研究を
実施した。得られた成果としては、監視をおこなう上で重要な前提となる情報収集活動を担った警察や軍、植民
地国家の医療・公衆衛生担当部局が、指紋や写真、人口動態統計(vital statistics)などの技術を活用して情報
の収集と整理、活用をおこなおうとしていたこと、治安秩序維持に関する情報の収集については検閲が大きな役
割を果たしていたこと、そして移動するヒトに対する監視と情報収集が非常に難しかったことなどである。

研究成果の概要（英文）：This study aims to clarify how surveillance was conducted by the colonial 
states in Asia and Africa from the end of the 19th century to the beginning of the 20th century to 
maintain public order and prevent public health threats. The results obtained from this research 
show that the police, military, and colonial medical and public health departments, which were 
responsible for collecting information, an important prerequisite for surveillance, attempted to 
gather, organize, and utilize information and data using fingerprints, photographs, vital 
statistics, and other technologies, and that censorship played a major role in the collection of 
information on the security field. Even though the colonial states set up the scheme of collecting 
information and surveillance, it was very difficult for them to monitor and control the targets who 
went out of sight of the colonial states by crossing colonial borders.

研究分野： 地域研究
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
本研究の成果の意義としては、まずこれまで十分に明らかにされてこなかった植民地国家による監視活動の実態
を、警察だけではなく関連する様々な組織による情報収集活動との関連の中で明らかにしたことである。次に、
情報の収集に様々な技術が活用されていたこと、とりわけ通信や出版物に対する検閲が大きな役割を果たしてい
たことを明らかにしたことが挙げられる。これらの成果は現代の国家による監視活動を検討する際に有効な視座
を提供するだけではなく、国家が監視をなぜ行おうとするのかを考える上でも重要な意味がある。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
見知らぬ環境下、見知らぬ土地で、言語や宗教、習慣などが異なる人々を対象におこなわれた

植民地統治において、植民地の安全を維持し、その発展を促すためには、最低限の治安秩序の維
持と公衆衛生環境の整備は欠かせないものであった。しかし、本研究が対象とする 19 世紀末か
ら 20 世紀初頭にかけて、この最低限の治安秩序維持と公衆衛生環境の整備だけでは不十分とな
る事態が生じてくる。 
まず一つ目は、植民地抵抗運動の高まりである。19 世紀末以降、植民地統治下におかれてい

る人々の間でナショナリズム運動や共産主義運動などの形をとった植民地抵抗運動が高揚する。
この運動に直面した植民地当局は、治安秩序だけではなく植民地そのものを維持するために、こ
の運動が拡大し、実際の革命へと結びつくのを防ぐ必要があった。 
二つ目は、アジア、アフリカ地域で植民地分割と開発が進んだ結果、感染症が流行する危険性

が高まったことである。もともとこの地域は、天然痘やコレラ、ペスト、マラリアやデング熱と
いった感染症が猖獗しやすい環境下にあった。19 世紀末から 20 世紀初頭、これらの地域の大半
が欧米の植民地統治下におかれ、植民地から経済的利益を得るためにプランテーションや天然
資源開発が進み、道路や鉄道が整備されていく。その結果、未知の感染症に接触する機会が拡大
しただけではなく、ヒトの移動が活発化したためにペストやコレラなどの既知の感染症が流行
する可能性も高まることとなった。 
三つ目は蒸気船の定期航路網や鉄道網、道路網の整備の結果、国境や植民地の境界、さらには

地域の境界を越えて移動するヒトが増加しただけではなく、移動にかかる時間も短縮されたこ
とである。この境界を越えて移動するヒトの増加は、感染症が植民地や地域の枠を超えて感染を
広げる危険性を高めただけではなく、植民地抵抗運動が同じく境界を越えて広がっていく機会
を提供することとなった。 
この植民地抵抗運動と感染症という植民地の治安秩序維持と公衆衛生上の脅威には、どちら

も不可視のターゲットに対処しなければならないという共通点があった。植民地抵抗運動につ
いては誰が活動家なのかは外見からはわからず、感染症についてはそもそもウィルスなどの病
原体を見ることはできなかった。つまり、これらの脅威に対処するには、植民地域内だけではな
く、境界を越えて移動するヒトや感染症に対しても、不可視のターゲットを特定
(identification)し、監視(surveillance)し、最悪の事態が生じるのを予防(prevention)する必
要があった。 
 これまで植民地における治安秩序維持と公衆衛生の問題については、それぞれ植民地警察

(colonial policing)と植民地医療(colonial medicine)の分野で研究がおこなわれてきた。ア
ジア、アフリカ地域の植民地警察、植民地医療の研究はともに 1980 年代以降進展し、各植民地
での警察機構の整備や、犯罪への対処、警察官のリクルート、医療行政の整備、西洋医学と在地
の医学との関係、天然痘やペストなどの具体的な感染症に対する対処などについて、研究が蓄積
されつつある。しかし 19 世紀末以降、植民地当局が直面した不可視のターゲットに対処しなけ
ればならないという課題に対して、警察と医療の双方からアプローチした研究はまだない。また、
移動するヒトに対する監視と予防についても、これまでほとんど研究がなされてはいない。 
以上が研究開始当初の背景である。 

 
２．研究の目的 
 
上記の問題関心と研究状況に鑑み、本研究は 19 世紀末から 20 世紀初頭のアジア、アフリカ

地域の植民地において、治安秩序維持と公衆衛生上の「不可視」の脅威に対して、予防を目的と
した監視がどのようにおこなわれていたのかを、植民地域内での予防と監視の実態の解明と、境
界を越えて移動するヒトに対する予防と監視のネットワークの解明の二つの側面から明らかに
することを目的とした。 
具体的には、3 年の研究機関で以下の 2 点を明らかにすることを目指した。 
(1) 植民地域内での「予防」を目的とした監視活動の実態の解明 
19 世紀末から 20 世紀初頭にかけて、アジア、アフリカ地域の植民地で、治安秩序維持と公衆

衛生上の脅威、特に植民地抵抗運動や感染症といった植民地の安定と発展を脅かす不可視の脅
威に対して、どのような監視活動をおこない、脅威が現実となるのを予防しようとしていたのか
を、主に警察資料や治安秩序維持と医療に関する行政文書、植民地行政官の回顧録などの史資料
を活用して明らかにすること目指した。本研究が主要な対象とした植民地は、英領マラヤ、仏領
インドシナ、蘭領東インド、英領ビルマ、英領インド、中東、東アフリカ、南部アフリカ地域の
英領植民地である。 

(2) 植民地の枠を超えたヒトや感染症に対する監視ネットワークの解明 
南部アフリカ地域から東アフリカ、中東、南アジア、東南アジア、そして植民地ではないが情

報収集活動の重要な拠点であった東アジア地域の上海までを対象に、移動するヒトや感染症に
対する監視のネットワークがどのように構築されていたのか、このネットワークでどのような



情報が回覧・共有され、各地での治安秩序維持や公衆衛生活動に生かされていたのかを、警察資
料や行政文書などの分析を通じて明らかにすることを目的とした。 
 
３．研究の方法 
本研究の目的を達成するために、本研究は(1)先行研究のサーベイと分析、(2)各国公文書館で

の史資料調査、(3)収集した史資料やデータの整理と分析、(4)国内定例研究会や国際ワークショ
ップでの調査・分析結果の共有と検討、(5)研究成果の公開と発信、の 5 つのプロセスで遂行し
た。研究活動の具体的な流れは以下のようであった。 
 まず研究参加者それぞれが、対象とする地域の警察や治安秩序維持、医療、公衆衛生、監視や
予防などのテーマに関連する先行研究のサーベイと分析をおこない、重要な研究については国
内定例研究会でレビューし、研究参加者の間で共有した。次に各国公文書館での史資料調査であ
るが、主な対象は宗主国であるイギリス、フランス、オランダの公文書館での植民地行政文書や
警察資料に関する調査である。これに加えて、アジアやアフリカ地域の史資料館で、現地に残さ
れている植民地行政文書や警察資料などを中心に調査をおこなう予定であった。この海外史資
料館での調査は、研究期間の最初の２年間は新型コロナウィルスによるパンデミックのため、ほ
とんど実施することが出来なかった。しかし、この点はすでに収集済みの資料やオンライン上で
公開されている史資料の活用、また最終年度に実施した海外調査である程度は補うことが出来
たと考えている。 
 調査によって得られた史資料やデータは各研究参加者が整理と分析をおこない、その結果を
国内定例研究会で共有し、検討をおこなった。この研究会での議論を通じて、本研究課題が目的
とする各植民地での予防と監視の実態の比較と、監視ネットワークの解明を進めた。 
 
４．研究成果 
 本研究は植民地における「予防」を目的とした監視活動の実態を解明することと、植民地の枠
を超えた監視ネットワークを解明することを目指して研究を実施してきた。これまでの研究活
動で得られた成果は以下のとおりである。 
 まず、監視活動の前提として情報の収集が極めて重要であり、植民地国家はこの情報の収集を
警察や医療・公衆衛生担当部局、病院・クリニックなどだけではなく、軍隊を含む関連する様々
な組織を動員しておこなっていたことが明らかになった。英領マラヤを例に挙げると、1930 年
代に、情報の収集を担当していたのは警察の犯罪情報局(Criminal Intelligence Department、
のちに高等課(Special Branch)に改称)、軍の情報機関、そして華人事務局(Chinese 
Secretariat)であった。このうち、人口の多数を占め、かつ共産主義運動を含む活発な政治運動
を展開していた中国系住民に対する情報収集は、犯罪情報局と華人事務局が主に担っていたの
であるが、このうち華人事務局の情報収集活動についてはこれまで十分に明らかにされては来
なかった。この点について、華人事務局が発行していた月報(Monthly Review of Chinese 
Affairs)を資料として分析・検討をおこなった結果、まず犯罪情報局と華人事務局との間で情報
収集対象の棲み分けがあったことが判明した。具体的には、共産主義運動については犯罪情報局
が、中国国民党の活動を含む中国系住民によるナショナリズム運動については華人事務局が情
報の収集を主に担当していた。またこの二つの組織の間では情報の共有のスキームが存在した
こと、この情報共有については蘭領東インドの華人担当部局や上海や香港などのイギリス在外
公館ともおこなわれていたことが明らかになった。さらに華人事務局は英領マラヤにおける中
国系住民のナショナリズム運動だけではなく、中国大陸の政治・経済・社会動向、英領マラヤで
の中国系住民による経済活動や経済状況、中国系社会の動向などについても情報の収集をおこ
なっていた。そして、この華人事務局の情報収集活動の主要な情報源として、手紙や印刷物に対
する広範な検閲がおこなわれていたことが判明した。以上の成果は査読付き学術論文（鬼丸 2023）
として公表した。 
 情報の収集については、検閲だけではなく様々な技術(technology)を活用して情報の収集と
整理がおこなわれていた。警察活動については、個々の犯罪者や政治活動家について、指紋や写
真、身長や目や肌の色といった生体情報、国籍などの情報を入手し、カードの形で整理したうえ
で、取り締まりや監視に活用していた。医療・公衆衛生活動については、病院やクリニックから
感染症などの発生状況に関する情報を定期的に収集していたほか、出生や死亡、疾病などに関す
る人口動態統計(vital statistics)の整備も進められた。しかし、これらの活動全てが順調に進
展したわけではない。道路などのインフラの整備が進まず、植民地国家の力が十分に届かないよ
うな地方での情報の収集は容易ではなかった。また、情報収集には村や地方の現地人有力者の協
力が不可欠であったが、この協力を得ることが困難であったり、協力を得られたとしても情報の
収集の仕方や内容に関する理解が不十分であったりしたため、必要となる情報が得られないこ
とがあった。さらに移動するヒトに対する情報の収集、さらには監視には限界があった。 
 この移動するヒトに対する情報の収集と監視については、東南アジア地域では植民地国家の
間で情報の交換のスキームが存在していたことが先行研究(Foster 1995)で指摘されている。実
際に英領マラヤの警察資料には、蘭領東インドや仏領インドシナ、米領フィリピン、英領インド、
香港の警察機構、さらには上海やバンコクなどに設置されたイギリス在外公館、そしてイギリス
本国との間で情報の交換と共有がおこなわれていたことを示す記述がある。しかし、このような
情報交換・共有のスキームが存在していたとしても、それが実際に移動するヒト、とりわけ警察



がターゲットとしていた政治活動家の監視と特定、取り締まりに実効性があったかどうかにつ
いては、疑問が残ることが判明した。例えば 1930 年代半ばに、バンコクから英領マラヤに中国
系の共産主義者のエージェントが来訪し、活動をおこなっていることを、英領マラヤの警察機構
はバンコクからの情報の提供により把握していたが、この人物に関する利用可能な情報が少な
かったこと、さらには英領マラヤから蘭領東インドへとこの活動家が移動してしまったことも
あり、この活動家が何者で、実際にどのような活動をおこなっていたのかを特定し、取り締まる
ことはできなかった。医療・公衆衛生についてもアデンで駐留する軍人に対する性病の流行を予
防するために、売春婦に対する情報収集と監視を強化しようとしたが、売春婦が植民地当局の目
が届かない場所へと移動すると、途端に情報の収集と監視が機能しなくなることが明らかにな
った。 
 以上の研究成果は学術雑誌への投稿論文としてすでに公表されているだけではなく、英文編
著として出版する準備を引き続き進めている。 
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